
覚醒剤原料の適正な取扱いについて

問合せ先：愛媛県保健福祉部健康衛生局 薬務衛生課 麻薬毒劇物係

TEL:089-912-2393

メール:yakumueisei@pref.ehime.lg.jp

患者から覚醒剤原料の返却があった場合

調剤前・調剤中の汚染・誤調剤・事故等について

調剤中に発生した1単位
未満の残り

覚醒剤原料廃棄届出書
（県職員立会いの下廃棄）

覚醒剤原料事故届出書
調剤中の汚染、誤調剤

使用期限切れ、業務廃止
により不要なもの

調剤前の事故（喪失、盗
難、所在不明等）

回収可

回収不可

患者等が医療機関・
薬局へ残り分を返却

交付元医療機関

全ての薬局

交付元以外の
医療機関

譲受可
以下の①～③により
廃棄手続き

譲受不可

①患者等から覚醒剤原料を譲受後、速やかに「交付又は調剤済み
の医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を届出。
②届出後に覚醒剤原料を廃棄。
（他の職員の立会いの下廃棄）
③廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原
料廃棄届出書」を届出。


